
 

 

船舶事故等調査報告書 

平成２６年９月２５日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１４横第４５号 

事故等種類 乗揚（定置網） 

発生日時 平成２６年５月４日（日、祝日） １７時１０分ごろ 

発生場所 神奈川県三浦市諸磯湾西方沖 

 三浦市所在の諸磯埼灯台から真方位３１７°９３０ｍ付近 

 （概位 北緯３５°０９.７′ 東経１３９°３６.０′） 

事故等調査の経過  平成２６年５月８日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事

務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーモーターボート ＤＩＡＤＤＩＣＴ
デ ィ ア デ ィ ク ト

、３４トン 

 １４１８２０、株式会社桑山 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 死傷者等 なし 

 損傷 本船 プロペラ翼に曲損、船底に擦過傷 

定置網 ロープが切断 

 事故等の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、同乗者５人を乗せ、平成２６年５

月４日１７時００分ごろ三浦市小網代湾での釣りを終え、同市三崎港

の三崎本港に向けて南西進していた。 

 船長は、西日が海面に反射して船首方が見えにくかったので、諸磯

湾西方沖に設置された定置網（以下「本件定置網」という。）のブイ

を視認することができず、ＧＰＳプロッターを見ながら航行していた

ところ、本件定置網のブイに目前で気付いて機関を中立とし、続けて

後進としたが、１７時１０分ごろ、前進行きあしで本件定置網に乗り

揚げ、本件定置網の垣網のロープを切断し、プロペラにロープが絡ま

って航行不能となった。 

 船長は、海上保安庁及び本件定置網を所有する漁業協同組合に通報

して救助を要請し、本船は、同組合所属の漁船の支援により、本件定

置網から離脱した後、巡視艇にえい
．．

航されて三崎本港に入港した。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 南、風力 ３、視界 良好 

海象：波高 約０.５～１.０ｍ、潮汐 上げ潮の中央期 

 その他の事項  船長は、航行している海域に本件定置網が設置されていることを知

っていた。 

 船長は、ＧＰＳプロッターを使用していたが、画面に本件定置網の

映像は映っていなかった。 

 船長は、サングラスを使用していた。 



 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

あり 

 本船は、諸磯湾西方沖を南西進中、船長が西日が海面に反射して船

首方が見えにくかったことから、本件定置網に接近し、本件定置網に

乗り揚げたものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が、諸磯湾西方沖を南西進中、船長が西日が海面に

反射して船首方が見えにくかったため、本件定置網に接近し、本件定

置網に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・太陽の日差しが強いときに航行する場合は、慎重に見張りを行う

こと。 

 


